
事業着手する約９０日前まで

※２週間程度を見込む

事前協議書（様式第１号）と事業計画の分かる書類・図面等の提出

→事前協議終了の通知（条例第８条、施行規則第６条）

（条例施行日以前に事業着手している場合）

事業着手する６０日前まで 事業着手日が分かる書類の提出

施行規則８条第２項（１）～（１６）の提出

事業変更届出書（様式第７号）の提出

施行規則８条第２項（１）～（１６）の提出

※本フローチャートにはおおまかな流れを掲載しています。

　 届出に際しては必ず条例・規則をご確認いただき、手続きなど漏れ落ちのないようご注意ください。

事業終了・廃止
（条例第１２条、施行規則９条）

高取町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例に関する
フローチャート

経過措置
（条例附則）

事前協議
（条例第７条、施行規則第５条）

説明会の実施
（条例第９条、施行規則７条）

届出
（条例第１０条、施行規則８条）

維持管理

届出の変更
（条例第１０条第２項）

設置
（条例第１１条、施行規則９条）

※当初の計画から変更
がなければ、条例第５条
～第１０条までは適用し
ない。

事前相談


